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議 案 番 号 件            名  頁  

議案第 １  号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて １ 

議案第 ２  号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ３ 

議案第 ３  号 
君津市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例の
制定について 

５ 

議案第 ４  号 君津市神門コミュニティセンターの指定管理者の指定について ９ 

議案第 ５  号 君津市貞元コミュニティセンターの指定管理者の指定について １１ 

議案第 ６  号 君津市松丘コミュニティセンターの指定管理者の指定について １３ 

議案第 ７  号 
君津市南子安コミュニティセンターの指定管理者の指定につい
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１５ 

議案第 ８  号 君津市亀山コミュニティセンターの指定管理者の指定について １７ 

議案第 ９  号 君津市小糸スポーツ広場の指定管理者の指定について １９ 

議案第 １ ０ 号 君津市物産館の指定管理者の指定について ２１ 

議案第 １ １ 号 君津市久留里観光交流センターの指定管理者の指定について ２３ 

議案第 １ ２ 号 
令和７年度君津市一般会計補正予算（第８号）についての専決
処分の承認を求めることについて 

２５ 

議案第 １ ３ 号 令和７年度君津市一般会計補正予算（第９号） 別冊 

議案第 １ ４ 号 令和７年度君津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 別冊 

議案第 １ ５ 号 令和７年度君津市介護保険特別会計補正予算（第３号） 別冊 
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例の制定について 

２９ 

議案第 １ ８ 号 君津市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について ４３ 

議案第 １ ９ 号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例の制定について 

４７ 



議 案 番 号 件            名  頁  

議案第 ２ ０ 号 
君津市公民館の設置及び管理に関する条例及び君津市地域交
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例の制定について 

５１ 

議案第 ２ １ 号 
君津市重度心身障害者（児）福祉手当支給条例の一部を改正
する条例の制定について 

６３ 

議案第 ２ ２ 号 
君津市精神障害者医療費給付条例の一部を改正する条例の制
定について 

６７ 

議案第 ２ ３ 号 
君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ
いて 

７１ 

議案第 ２ ４ 号 君津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について ７５ 

議案第 ２ ５ 号 
君津市自然保護及び緑化の推進に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について 

８３ 

議案第 ２ ６ 号 
君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例の制定について 

８７ 

議案第 ２ ７ 号 
君津市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて 

９１ 

議案第 ２ ８ 号 君津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ９５ 

議案第 ２ ９ 号 
第２期君津地域広域廃棄物処理事業に係る変更契約の締結に
ついて 

９９ 

議案第 ３ ０ 号 市道路線の認定について １０１ 

議案第 ３ １ 号 市道路線の変更について １０３ 

議案第 ３ ２ 号 令和８年度君津市一般会計予算 別冊 

議案第 ３ ３ 号 令和８年度君津市国民健康保険特別会計予算 別冊 
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議案第 ３ ６ 号 令和８年度君津市農業集落排水事業会計予算 別冊 
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議案第１号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 人権擁護委員に下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市南子安二丁目 

 氏 名 一法師 雅 巳（６８歳） 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第２号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 人権擁護委員に下記の者を候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

 住 所 君津市三直 

 氏 名 立 川 浩 子（６０歳） 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第３号 

 

   君津市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

令和８年２月分及び３月分の学校給食費無償化を実施するため、君津市学校給食費の管

理に関する条例（令和３年君津市条例第１号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 君津市学校給食費の管理に関する条例（令和３年君津市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （令和８年２月１日から同年３月３１日までの学校給食費の徴収に関する特例） 

４ 令和８年２月１日から同年３月３１日までの間に実施する学校給食に係る学校給食費

については、第３条第１項の規定にかかわらず、給食実施小中学生の保護者からは徴収

しない。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の君津市学校給食費の管理に

関する条例の規定は、令和８年２月１日から適用する。 
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議案第４号 

 

   君津市神門コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

 君津市神門コミュニティセンターの指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市神門コミュニティセンター 

２ 施設の位置  君津市人見１４６２番４１ 

３ 指定管理者  君津市人見１４６２番地４１ 

         神門地域コミュニティ活動推進委員会 

         会長 芦家 正行 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第５号 

 

   君津市貞元コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

 君津市貞元コミュニティセンターの指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市貞元コミュニティセンター 

２ 施設の位置  君津市上湯江１２８７番３ 

３ 指定管理者  君津市上湯江１２８７番地３ 

         貞元地域コミュニティ活動推進委員会 

         会長 福原 和宏 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第６号 

 

   君津市松丘コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

 君津市松丘コミュニティセンターの指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市松丘コミュニティセンター 

２ 施設の位置  君津市広岡１８４０番１ 

３ 指定管理者  君津市広岡１８４０番地１ 

         松丘地域コミュニティ活動推進委員会 

         会長 池田 哲郎 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第７号 

 

   君津市南子安コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

 君津市南子安コミュニティセンターの指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市南子安コミュニティセンター 

２ 施設の位置  君津市南子安二丁目１番２８号 

３ 指定管理者  君津市南子安二丁目１番２８号 

         南子安地域コミュニティ活動推進委員会 

         会長 榎本 義博 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第８号 

 

   君津市亀山コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

 君津市亀山コミュニティセンターの指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市亀山コミュニティセンター 

２ 施設の位置  君津市坂畑３２１番１ 

３ 指定管理者  君津市坂畑３２１番地１ 

         亀山地域コミュニティ活動推進委員会 

         会長 長田 和弘 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第９号 

 

   君津市小糸スポーツ広場の指定管理者の指定について 

 

 君津市小糸スポーツ広場の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市小糸スポーツ広場 

２ 施設の位置  君津市塚原５１番 

３ 指定管理者  君津市糸川８５９番地 

         小糸レインボークラブ 

         会長 加藤 泰朗 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１０号 

 

   君津市物産館の指定管理者の指定について 

 

 君津市物産館の指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  きみつふるさと物産館 

２ 施設の位置  君津市笹１７６６番３ 

３ 指定管理者  君津市笹１７６６番地３ 

         有限会社きみつふれあいの里 

         代表取締役 加藤 健吉 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１１号 

 

   君津市久留里観光交流センターの指定管理者の指定について 

 

 君津市久留里観光交流センターの指定管理者に下記の者を指定したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 施設の名称  君津市久留里観光交流センター久留里観光案内所 

２ 施設の位置  君津市久留里市場１９５番４ 

３ 指定管理者  君津市久保二丁目１３番１号君津市役所内 

         一般社団法人君津市観光協会 

         代表理事 川名 正志 

４ 指 定 期 間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第１２号 

 

   令和７年度君津市一般会計補正予算（第８号）についての専決処分の承認を求める

ことについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子  
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○写  
 

   専  決  処  分  書  

 

令和７年度君津市一般会計補正予算（第８号）について、特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第１７９条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。  

 

  令和８年１月１９日 

 

君津市長 石 井 宏 子  

 

記  

 

専決第１号 

 令和７年度君津市一般会計補正予算（第８号） 
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議案第１７号 

 

   君津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 

 

 君津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定す

るものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に伴い、特定乳児等通園

支援事業の運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

第２節 運営に関する基準（第４条―第３２条） 

第３章 雑則（第３３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定乳児等通

園支援事業（特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園

支援をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）の運営に関する基準を定め

るものとする。 

（一般原則） 

第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援事業

者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担

の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うこと

により、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを

目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子どもをい 

う。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの

立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都

道府県、市町村（特別区を含む。）、特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規定
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する特定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をい 

う。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行

う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象

小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う

事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し、研修の実施その

他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２第１項

の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１６に規定

する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支援事業者

が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所す

る日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定めるものとする。 

第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護

者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保

護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話

を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第１９

条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により当該特定乳児

等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支

援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し、当
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該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならな 

い。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３０条の１５第

３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申込みを受

けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について

法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により本市が行うあっせん及

び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園

支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳

児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第３０条の１５第３

項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行

規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げる事項を確認するもの

とする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この条にお

いて「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込みがあっ

た場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われる

よう必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等

支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養

育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その

他の教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育等をいう。）の利用の状況

の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供さ
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れる法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に規定する特定

地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供

その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した

日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項（法第

３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により本市が支払う特定乳

児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児

等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。）を受けないときは、乳

児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用

基準額（法第３０条の２０第３項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を

受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の

提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると

認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるもの

の額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の

支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援

給付認定保護者から受けることができる。 

(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用 

(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する

費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用で

あって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の
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額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなけれ

ばならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あらか

じめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理

由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説

明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による金銭の

支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る

乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児

等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費

用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費

用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等

支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭

和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容につい

て内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に

留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定

乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公

表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者

の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当
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該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要

な助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行って

いるときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要

な措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する本市への通知） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給

付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等

支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨

を本市に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程（第２２条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(5) 第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支

払を求める理由及びその額 

(6) 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっ

ての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定
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乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通

園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、

特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間当たり

の利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者

から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所

の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行

う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ

自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公

衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信

条、社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしては

ならない。 

（虐待等の禁止） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童

福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの

心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務

上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当
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な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業

者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定

子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定

子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しよう

とする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏ま

えて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特

定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場

合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規定する

事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において「利用者

支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型保育を行う事

業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を

行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前

子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事

業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又

はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

（苦情解決） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定

子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。）からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必
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要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容そ

の他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援

給付認定子ども等からの苦情に関して本市が実施する事業に協力するよう努めなければ

ならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第３０条

の１３において準用する法第１４条第１項の規定により本市が行う報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は本市の職員からの質問若しくは特定乳児

等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援

給付認定子ども等からの苦情に関して本市が行う調査に協力するとともに、本市から指

導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、本市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を本市に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が

報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により事故が発生した場合は、速やかに本市及び当該乳児等支援給付認定子ど

もの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい
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て記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。 

（会計の区分） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業

の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支

援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

(1) 第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

(2) 第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

(3) 第１８条の規定による本市への通知に係る記録 

(4) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第３０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するものの

うち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているも

のについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）に

より行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出について

は、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提
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出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、

当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報

処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供する

ことができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交

付し、又は提出したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、

乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給

付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイル

に記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力する

ことにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定

保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ
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ったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び

前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につい

て準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書

面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書

面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「 

提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書

面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「 

提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と 

、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項にお

いて準用する前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用する

第２項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を

提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とある

のは「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項

において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「 

第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同

意の取得」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１８号 

 

   君津市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

行政手続法（平成５年法律第８８号）の一部改正を踏まえ、聴聞等の通知を公示送達で

行う場合の方法を改めるため、君津市行政手続条例（平成８年君津市条例第２２号）の一

部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

 君津市行政手続条例（平成８年君津市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政

庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の

事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の

１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第

３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という。）を規則で定

める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項

が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所

に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措

置をとることによって行うものとする。この場合において、当該措置を開始した日から

２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」を、「参

加人」と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削り、

「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

第２９条中「第１５条第３項及び」を「第１５条第３項及び第４項並びに」に、「「同項

第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第３号」に、

「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」を「第１５条第４項

後段」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条第３項及び第４項（これらの規定を改正後の第２２
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条第３項及び第２９条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、この条例の

施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例

による。  
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議案第１９号 

 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

市内小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬の額を改定するため、特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条例第１９号 

）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条例

第１９号）の一部を次のように改正する。 

別表学校医・学校歯科医の項中「１１３，０００」を「１２５，０００」に改め、同表

学校薬剤師の項中「７７，５００」を「８５，０００」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

   君津市公民館の設置及び管理に関する条例及び君津市地域交流センターの設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市公民館の設置及び管理に関する条例及び君津市地域交流センターの設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

公民館及び地域交流センターの開館時間の見直しを行うことに伴い、使用料の額を改定

するため、君津市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和４５年君津市条例第４９号）

及び君津市地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成２０年君津市条例第２７

号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市公民館の設置及び管理に関する条例及び君津市地域交流センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （君津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 君津市公民館の設置及び管理に関する条例（昭和４５年君津市条例第４９号）の

一部を次のように改正する。 

 「    

別表第１中 

 午後６時から午後９時３０

分まで 

午前９時から午後９時３０分

まで 

４，７２０円 ９，４４０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

１，１７０円 ２，３５０円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

１，１７０円 ２，３５０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，８８０円 ３，７７０円

６９０円 １，４００円

３，７７０円 ７，５６０円

１，８８０円 ３，７７０円

 

を 
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６９０円 １，４００円

１，８８０円 ３，７７０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，１７０円 ２，３５０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，８８０円 ３，７７０円

３，７７０円 ７，５６０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

１，８８０円 ３，７７０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

３，３００円 ６，６１０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

１，８８０円 ３，７７０円

３，７７０円 ７，５６０円

６９０円 １，４００円

１，８８０円 ３，７７０円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円
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６９０円 １，４００円

１，１７０円 ２，３５０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，８８０円 ３，７７０円

５，３８０円 １０，９４０円

１，８９０円 ３，８５０円

６９０円 １，４００円

１，４２０円 ２，８９０円

６９０円 １，４００円

１，４２０円 ２，８９０円

１，８９０円 ３，８５０円

６００円 １，２３０円

１，８９０円 ３，８５０円

３，７７０円 ７，５６０円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

１，８８０円 ３，７７０円

４，７２０円 ９，４４０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，１７０円 ２，３５０円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円
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１，８８０円 ３，７７０円

１，８８０円 ３，７７０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円
 

   」  

「    

 午後６時から午後９時まで 午前９時から午後９時まで 

４，０４０円 ８，０９０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，０００円 ２，０１０円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，０００円 ２，０１０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，６１０円 ３，２３０円

５９０円 １，２００円

３，２３０円 ６，４８０円

１，６１０円 ３，２３０円

５９０円 １，２００円

１，６１０円 ３，２３０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，０００円 ２，０１０円

 

に改める。 
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１，６１０円 ３，２３０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，６１０円 ３，２３０円

３，２３０円 ６，４８０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，６１０円 ３，２３０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

２，８２０円 ５，６６０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，６１０円 ３，２３０円

３，２３０円 ６，４８０円

５９０円 １，２００円

１，６１０円 ３，２３０円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，０００円 ２，０１０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，６１０円 ３，２３０円
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４，６１０円 ９，３７０円

１，６２０円 ３，３００円

５９０円 １，２００円

１，２１０円 ２，４７０円

５９０円 １，２００円

１，２１０円 ２，４７０円

１，６２０円 ３，３００円

５１０円 １，０５０円

１，６２０円 ３，３００円

３，２３０円 ６，４８０円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

１，６１０円 ３，２３０円

４，０４０円 ８，０９０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，０００円 ２，０１０円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，６１０円 ３，２３０円

１，６１０円 ３，２３０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円
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  」  

 （君津市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 君津市地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成２０年君津市条例第

２７号）の一部を次のように改正する。 

 「    

別表中 

 午後６時から午後９時３０分ま

で 

午前９時から午後９時３０分ま

で 

４，７２０円 ９，４４０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

１，１７０円 ２，３５０円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

１，１７０円 ２，３５０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，８８０円 ３，７７０円

４，７２０円 ９，４４０円

１，８８０円 ３，７７０円

１，１７０円 ２，３５０円

１，１７０円 ２，３５０円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

６９０円 １，４００円

 

を 
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１，８８０円 ３，７７０円

１，８８０円 ３，７７０円
 

   」  

「    

 午後６時から午後９時まで 午前９時から午後９時まで 

４，０４０円 ８，０９０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，０００円 ２，０１０円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，０００円 ２，０１０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，６１０円 ３，２３０円

４，０４０円 ８，０９０円

１，６１０円 ３，２３０円

１，０００円 ２，０１０円

１，０００円 ２，０１０円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

５９０円 １，２００円

１，６１０円 ３，２３０円

１，６１０円 ３，２３０円
 

 

に改める。 
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  」  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の君津市公民館の設置及び管理に関する条例及び君津市地域交

流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、令和８年１０月１日以後の使用に係

る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 
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議案第２１号 

 

   君津市重度心身障害者（児）福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 君津市重度心身障害者（児）福祉手当支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

福祉手当の支給対象者を改めるため、君津市重度心身障害者（児）福祉手当支給条例（昭

和４９年君津市条例第２号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市重度心身障害者（児）福祉手当支給条例の一部を改正する条例 

 

 君津市重度心身障害者（児）福祉手当支給条例（昭和４９年君津市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   君津市重度心身障害者福祉手当支給条例 

 第１条中「重度の心身障害者（児）」を「重度心身障害者」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （定義） 

第２条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者を

いう。 

(1) 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号身体障害者

障害程度等級表（以下「等級表」という。）に定める１級から６級までの身体障害者

であって、居宅において、おおむね継続して６月以上常に臥床し、食事、入浴、排便

等日常生活のほとんどに介護を要する２０歳以上６５歳未満のもの 

(2) ２０歳以上で千葉県知事が交付する療育手帳の程度がⒶの１、Ⓐの２、Ⓐ、Ａの１

又はＡの２と判定された在宅の知的障害者 

 (3) ２０歳以上で知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知

的障害者更生相談所により、知的障害の程度が重度と判定された在宅の知的障害者 

２ この条例において「介護者」とは、重度心身障害者と同居する家族で、日常生活の介

護を行っているものをいう。 

 第３条中「重度の心身障害者（児）」を「重度心身障害者」に改める。 

 第４条を次のように改める。 

 （適用除外） 

第４条 前条の規定にかかわらず、重度心身障害者が次のいずれかに該当するときは、手

当を支給しない。 

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に基づく障

害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けているとき 
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(2) 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条に規

定する福祉手当の支給を受けているとき 

(3) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１８条の規定による保険給付（当該年度

を通算して７日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。）を受

けているとき 

 第６条第１項を次のように改める。 

  手当の額は、重度心身障害者１人につき、月額８，６５０円とする。 

 第６条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とする。 

 第７条を次のように改める。 

 （支給の制限） 

第７条 市長は、重度心身障害者又はその配偶者若しくは民法（明治２９年法律第８９号 

）に規定する扶養義務者で生計を同じくするものの前年の所得が、所得税法（昭和４０

年法律第３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則

で定める額を超えるときは、その年の８月から翌年の７月までの手当を支給しないもの

とする。 

２ 市長は、手当の支給を受けている者（以下「受給者」という。）が次の各号のいずれ

かに該当するときは、手当の額の全部又は一部を支給しないものとする。 

(1) 介護者が重度心身障害者の介護を怠っていると認められるとき（受給者が介護者の

場合に限る。） 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき 

附 則 

 この条例は、令和９年４月１日から施行する。  
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議案第２２号 

 

   君津市精神障害者医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市精神障害者医療費給付条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものと

する。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

医療費の給付対象者を改めるため、君津市精神障害者医療費給付条例（昭和５０年君津

市条例第３号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市精神障害者医療費給付条例の一部を改正する条例 

 

 君津市精神障害者医療費給付条例（昭和５０年君津市条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「精神障害者に対し」の次に「入院治療に係る」を加え、「完全な治療を図

り、社会復帰を促進する」を「精神障害者の福祉の増進を図る」に改める。 

 第３条第１項各号を次のように改める。 

(1) 本市の住民基本台帳に引き続き１年以上記録されている者 

(2) 規則で定める医療保険各法に基づく被保険者及び被扶養者 

(3) 精神疾患により医療機関に入院している者 

 第３条第２項第３号中「の規定の適用を受けている者」を「に基づく医療費の助成を受

けることができる者」に改め、同項に次の１号を加える。 

(5) 子ども医療費の助成を受けることができる者 

附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療等に係る医療費の給付については、なお従前の例

による。 
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議案第２３号 

 

   君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

国民健康保険税率を改定するとともに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部

改正に伴い子ども・子育て支援納付金の課税に関する規定を整備するため、君津市国民健

康保険税条例（昭和４６年君津市条例第７２号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

君津市国民健康保険税条例（昭和４６年君津市条例第７２号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。)」の次に「及

び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子育て支援納

付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」を加え、同項に次

の１号を加える。 

 (4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ど

も・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 第２条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該

世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 

 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」

に、「１００分の７．４３」を「１００分の７．４７」に改める。 

 第７条中「１００分の１．９８」を「１００分の２．１２」に改める。 

 第８条中「１２，０００円」を「１３，０００円」に改める。 

 第９条中「１００分の１．９４」を「１００分の２．１７」に改める。 

 第１０条中「１０，０００円」を「１１，０００円」に改め、同条の次に次の３条を加

える。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第 １ ０ 条 の ２  第 ２ 条 第 ５ 項 の 所 得 割 額 は 、 基 礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等 に 

１００分の０．２６を乗じて算定する。 
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 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

第１０条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，８００円

とする。 

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均

等割額） 

第１０条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１人

について１００円とする。 

 第２２条第１項第１号ウ中「８，４００円」を「９，１００円」に改め、同号エ中「 

７，０００円」を「７，７００円」に改め、同項第２号ウ中「６，０００円」を「 

６，５００円」に改め、同号エ中「５，０００円」を「５，５００円」に改め、同項第３

号ウ中「２，４００円」を「２，６００円」に改め、同号エ中「２，０００円」を「 

２，２００円」に改め、同条第２項第２号ア中「１，８００円」を「１，９５０円」に改

め、同号イ中「３，０００円」を「３，２５０円」に改め、同号ウ中「４，８００円」を

「５，２００円」に改め、同号エ中「６，０００円」を「６，５００円」に改める。 

 附則第４項、第５項及び第７項から第１４項までの規定中「第９条」の次に「、第１０

条の２」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の君津市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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議案第２４号 

 

   君津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部改正に伴い、令和８年度の保険

料率の算定に係る特例を設けるため、君津市介護保険条例（平成１２年君津市条例第２号）

の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

   君津市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

君津市介護保険条例（平成１２年君津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１４条を附則第１６条とし、附則第１１条から第１３条までを２条ずつ繰り下げ、

附則第１０条の次に次の２条を加える。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１１条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有し

ない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に

住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されて

いるとみなされた者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）の

うち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税

法第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５１，０００

円以上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定

についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第

１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア及び第１６号アに係る部

分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条

の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは「合計所得金額（地方税法（昭和 

２５年法律第２２６号)第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当

該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によ

って計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円

を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控
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除して得た額とし、当該合計所得金額が零を場合には、零とする。以下同じ。）」とす

る。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年

中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７

号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４

号ア、第１５号ア及び第１６号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項

第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して

得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とあ

るのは「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第 

１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得

の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円を加えた額によ

るものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得

金額が零を場合には、零とする。以下同じ。）」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年

中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００円未満である者

に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、

第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第

１４号ア、第１５号ア及び第１６号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、

同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第 

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控
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除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。) 

」とあるのは「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与

所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に６５万円から令和７

年給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等の収入金額

から当該給与等の収入金額を所得税法の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）

第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該

金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）

を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を場合には、零とする。以下同じ。）」とす

る。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１２条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項

の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員

のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれか

に該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町

村民税が課されているものとみなす。 

 (1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料の賦

課期日において本市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分の地方税

法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するもの（同法第 

２９４条第３項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者

を含む。） 

 (2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同法

の規定による市町村民税が課されていないものであって、次のアからウまでに掲げる

場合のいずれかに該当するもの 

  ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満で

あり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給

与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 
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  イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未

満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円

以下である場合 

  ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００

円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、 

６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法の

一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税

法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として、別表第５より当

該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額

を控除して得た額以下である場合 

 (3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同法

の規定による市町村税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合

のいずれかに該当するもの 

  ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，０００円未満で

あり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い君津市

税条例（昭和４５年君津市条例第２７号）第２４条第２項で定める金額から同年の

合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除

して得た額以下である場合 

  イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，０００円未

満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従い君

津市税条例第２４条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額

が１０万円以下である場合 

  ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，０００

円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定める基準に従

い君津市税条例第２４条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別

表第５の給与等の金額として、別表第５より当該金額に応じて求めた別表第５の給

与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項の規定

の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる場合に該当し、かつ、同
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項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、

同年度分の地方税法の規定による市町村税が課されている者とみなす。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２５号 

 

   君津市自然保護及び緑化の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市自然保護及び緑化の推進に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

自然保護地区及び保存樹木の指定制度を廃止するに当たり、君津市自然保護及び緑化の

推進に関する条例（昭和５２年君津市条例第６号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

   君津市自然保護及び緑化の推進に関する条例の一部を改正する条例 

 

 君津市自然保護及び緑化の推進に関する条例（昭和５２年君津市条例第６号）の一部を

次のように改正する。 

 第５条から第１３条までを削り、第１４条を第５条とする。 

 第１５条から第１９条までを削り、第２０条を第６条とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条

例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  別表自然保護審議会会長の項及び自然保護審議会委員の項を削る。 
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議案第２６号 

 

   君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

 君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

交流スペースの使用料を改めるとともに、開館時間の見直しを行うため、君津市清和地

域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例（令和５年君津市条例第２６号）の一部を改

正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 君津市清和地域拠点複合施設の設置及び管理に関する条例（令和５年君津市条例第２６

号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第１項を次のように改める。 

  地域活性化センターの開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

(1) コワーキングスペース及び交流スペース 午前９時から午後５時まで 

(2) ワークスペース ２４時間 

 第９条ただし書を次のように改める。 

  ただし、ワークスペースについては、休館日を設けないものとする。 

 第９条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休

館日を変更することができる。 

別表交流スペースの項中「１月につき５６，２５０円」を「１時間につき１５０円」に

改め、同表備考３を同表備考４とし、同表備考２中「交流スペース及び」を削り、同表備

考２を同表備考３とし、同表備考１の次に次のように加える。 

２ 交流スペースの使用時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間として

算定するものとする。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第８条の改正規定、第９条ただ

し書の改正規定及び同条に１項を加える改正規定は、令和８年１０月１日から施行する。 
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議案第２７号 

 

   君津市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市火入れに関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

火入れを中止する要件を改めるため、君津市火入れに関する条例（昭和５９年君津市条

例第２４号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

 君津市火入れに関する条例（昭和５９年君津市条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

 第１４条第１項中「、乾燥注意報又は」を「若しくは乾燥注意報が発表された場合又は

林野火災に関する注意報若しくは」に改め、同条第２項中「とき又は強風注意報、乾燥注

意報」を「場合、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表された場合又は林野火災に関する

注意報」に、「発令されたとき」を「発令された場合」に改める 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２８号 

 

   君津市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和８年２月１７日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制

定に関する基準を定める省令（平成１４年総務省令第２４号）の一部改正に伴い、条例の

規定を整備するため、君津市火災予防条例（昭和４６年君津市条例第２６号）の一部を改

正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 君津市火災予防条例（昭和４６年君津市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ室に設け

る放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外

のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）」に改め、同

項第２号及び同条第２項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条を第７条の

３とする。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

 （簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウ

ナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ室（サウナ

室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱設備であって、定格

出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下

同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

 (1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物

品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に

関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 

 (2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することがで

きる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあ

っては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設

置した場合は、この限りではない。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、

第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで、第１７号から第１８号の３まで、

第２項第６号及び第３項並びに第４項を除く。）及び第５条第１項の規定を準用する。 

 第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を加える。 

 第４４条第６号の次に次の１号を加える。 

 (6)の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 
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 第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 
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議案第２９号 

 

第２期君津地域広域廃棄物処理事業に係る変更契約の締結について 

 

 第２期君津地域広域廃棄物処理事業について、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、

鴨川市、南房総市及び鋸南町において、下記のとおり変更契約を締結するに当たり、民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）

第１２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

記  

 

１ 事 業 名  第２期君津地域広域廃棄物処理事業 

２ 事 業 場 所  千葉県富津市新富２１番３ 

３ 事 業 期 間  令和２年９月２９日から令和２９年３月３１日まで 

４ 事 業 内 容   第２期君津地域広域廃棄物処理事業に係る施設の設計・建設及び運

営業務 

５ 契 約 の 金 額  変更前 ８２，６４５，７３９，０００円 

変更後 ９０，１４７，６８９，９００円 

増 額  ７，５０１，９５０，９００円 

（いずれも取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

６ 契約の相手方  千葉県富津市新富２１番３ 

株式会社上総安房クリーンシステム 

代表取締役 高畠 豪 

 

令和８年２月１７日提出 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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議案第３０号 

 

市道路線の認定について 

 

 下記の路線を市道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。  

 

記 

 
 

路  線  名 起       点 終       点 主たる 
経過地 

蔵玉、丈六線  君 津 市 蔵 玉 字 丈 六 
１３０４番１地先  

君 津 市 黄 和 田 畑 字 曲 戸 
５５番３地先  

 

 

 

  令和８年２月１７日提出  

 

                           君津市長 石 井 宏 子  

 





 - 103 - 

議案第３１号 

 

市道路線の変更について 

 

 下記の路線を変更したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規

定により、議会の議決を求める。  

 

記 

 
 

路  線  名 旧新

別 起       点 終       点 主たる 
経過地 

蔵玉、中ノ代線  

旧 君津市黄和田畑字曲戸５４

番１地先 

君 津 市 蔵 玉 字 中 ノ 代 

１４７６番１地先 

 

新  君津市黄和田畑字曲戸５１

番３地先 

君 津 市 蔵 玉 字 中 ノ 代 

１４７６番１地先 

 

 

 

  令和８年２月１７日提出  

 

                           君津市長 石 井 宏 子 
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報告第１号  

 

君津市国民保護計画の変更について 

 

 君津市国民保護計画を変更したので、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第３５条第８項の規定において準用する同条

第６項の規定により別冊のとおり報告する。  

 

  令和８年２月１７日提出  

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

  






